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譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関する取締役会決議公告 

 

当社は、2026年６月 16日開催の取締役会において、自己株式の処分について下記の通り

決議いたしましたので、公告いたします。 

 

記 

 

１ 処分する株式の種類及び数 普通株式 1,029株 

２ 処分株式と引換えに給付する

財産の額 

処分株式１株につき金 35,910円 

３ 出資の目的とする財産の内容

及び価額 

金銭以外の財産を出資の目的とし、以下(1)及び(2)

の金銭報酬債権の合計 36,951,390 円（処分株式１

株につき金 35,910 円）を当該財産の内容及び価額

とする。 

(1) 当社の従業員１名に付与される当社に対する金

銭報酬債権（9,982,980円） 

(2) 当社子会社の従業員２名に付与される当該子会

社に対する金銭報酬債権（26,968,410円） 

４ 処分株式と引換えにする財産

の給付期日 

2026年７月３日 

以 上 

 

 


